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 船舶事故調査報告書 

 

令和２年９月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年２月１１日 １５時２５分ごろ 

発生場所 山口県下関
しものせき

市蓋井
ふたおい

島北北東方沖 

 蓋井島灯台から真方位０２５°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０８.２′ 東経１３０°４８.３′） 

事故の概要  プレジャーボート慶
けい

幸
こう

丸は、南南東進中、また、プレジャーボート

Seagle
シ ー グ ル

Ⅱは、漂泊中、両船が衝突した。 

 SeagleⅡは、船長が負傷し、船首部に破損を生じ、また、慶幸丸

は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和２年２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 慶幸丸、５トン未満 

   ２９１－２８６０９山口、個人所有 

   １１.６５ｍ（Lr）×２.６４ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２３５.３６kＷ、平成元年２月 

Ｂ プレジャーボート SeagleⅡ、５トン未満 

   ２８０－３３７３２山口、個人所有 

   ７.３６ｍ（Lr）×２.６１ｍ×１.３９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１１０.３０kＷ、平成７年１０月   

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和５４年９月７日 

    免許証交付日 平成３０年１月２４日 

           （令和５年３月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 平成２９年１２月４日 

免許証交付日 平成２９年１２月４日 

           （令和４年１２月３日まで有効）   

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人１人を乗せ、釣りの目的

で、令和２年２月１１日０８時００分ごろ下関市吉見漁港を出港し、

蓋井島の北方約５Ｍの釣り場で釣りを行った後、１４時５５分ごろ下

関市水島東方沖の釣り場に向けて出発した。 

Ａ船は、船長Ａが操舵室の右舷側の椅子に腰を掛けて操船し、船首

が浮上して船首方に死角が生じていたので、ときどき操舵室天井にあ

る見張り用の開閉口（以下「本件開閉口」という。）から頭部を出し

て船首方の死角を補う見張りを行いながら、自動操舵に切り替えて約

１２～１３ノット（kn）の対地速力で南南東進した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 

 

Ａ船は、船長Ａが、本件開閉口の上方から頭部を出して見張りを行

っていたところ、Ｂ船を船首方約２km に視認したので、左転して避

航した方が釣り場に近いと考え、約１０°左転した。 

船長Ａは、日頃の経験からそのまま航行すればＢ船の東方を約１０

０ｍ以上離れて通過すると思い、椅子に腰掛けて操船していたとこ

ろ、１５時２５分ごろ衝撃音を聞き、右舷方に見えていたＢ船に衝突

したことを認識した。 

Ａ船は、Ｂ船に近づき、船長Ｂが怪我をしていないことを確認し、

船長Ｂが本事故の発生を海上保安庁に通報していたので待機した後、

自力航行で吉見漁港に帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で、０８時００分ご

ろ下関市下関漁港を出港し、関門港六連
む つ れ

島区東部、蓋井島東北東方沖

で釣りを行った後、蓋井島北北東方約２Ｍに移動して、１４時３０分

ごろ機関を停止して船首を北東方に向けて漂泊した。 

船長Ｂは、北方にかすかに見える２隻のほか周囲に他船を見かけな

かったので接近する他船はいないと思い、右舷船尾部で右舷方を向い

て釣りを始めた。 

本件開閉口 
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Ｂ船は、船長Ｂがときどき右舷方の見張りを行いながら釣りに集中

していたが、しばらくしてふと背後を振り向いたところ、左舷方至近

に船首方に向かって接近するＡ船を認め、どうすることもできず、左

舷船首部にＡ船の右舷船首部が衝突した。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

船長Ｂは、衝突の衝撃で転倒したものの起き上がって、本事故の発

生を海上保安庁に通報し、自力航行で帰港した。 

船長Ｂは、身体に異常を感じなかったが、４日後、病院で受診した

ところ、左側胸部等打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、Ａ船が約１０kn 以上の対水速力で航行する際、船首が

浮上し、操舵室の右舷側の椅子に腰掛けた状態で見て正船首右舷約１

０°から左舷約１５°までの範囲に死角を生じるので、ふだんは約２

分おきに本件開閉口から頭部を出して死角を補う見張りを行っていた

が、Ｂ船を見て左転した後は、安心してしばらく行わなかった。 

Ａ船は、船長Ａが、夜間航行を行わないのでレーダーを不要と思

い、搭載していなかった。 

船長Ａは、船首方のＢ船を避航する際に、強風を左舷船首方から受

けていたので左転する場合は、右舷方に圧流されることを考慮して大

きく転舵し、左転後もＢ船に近づくことがないか継続して目視で確認

する必要があったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、蓋井島北北東方沖において、南東約７m/s の風を左舷船首

方から受け、船首方に死角を生じた状態で南南東進中、船長Ａが、本

件開閉口上部から船首方に視認したＢ船を避けようとして約１０°左

転後、そのままＢ船の東方を離れて通過できると思い、操舵室の椅子

に腰掛けて航行を続けたことから、右舷方に圧流されてＢ船に向かっ

損傷箇所 
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て航行していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、蓋井島北北東方沖において、漂泊中、船長Ｂが、周囲に接

近する他船がいないと思い、右舷船尾部で右舷方を向いて釣りに集中

して漂泊を続けたことから、接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、釣り場を移動したとき、北方にかすかに見える２隻の船

のほか周囲に他船を見かけなかったことから、周囲に接近する他船が

いないと思い、釣りに集中したものと考えられる。 

原因 本事故は、蓋井島北北東方沖において、Ａ船が、南東約７m/s の風

を左舷船首方から受け、船首方に死角を生じた状態で南南東進中、Ｂ

船が漂泊中、船長Ａが、本件開閉口上部から船首方に視認したＢ船を

避けようとして約１０°左転後、そのままＢ船の東方を離れて通過で

きると思い、操舵室の椅子に腰掛けて航行を続けたため、右舷方に圧

流されてＢ船に向かって航行していることに気付かず、また、船長Ｂ

が、周囲に接近する他船がいないと思い、釣りに集中して漂泊を続け

たため、接近するＡ船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中、船首方に死角を生じるときは、常時死角を補う見張りを

行うこと。 

・航行中、強風を受けて圧流されることが予想される状況で、他船

を避ける時は、風下側を通航することが望ましい。やむを得ず風

上側を通航する場合には、十分に離隔して通過できるように転舵

し、圧流により接近しないか継続して見張りを行いながら航行す

ること。 

・漂泊中、他船がいないなどと思わずに、常時適切な見張りを行う

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

   

 

Ａ船 

吉見漁港 

山口県 

関門港六連島区 
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大分県 

下関市 
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蓋井島 

Ａ船及びＢ船衝突時の態勢 

下関市 

蓋井島灯台 

事故発生場所 

（令和２年２月１１日 

 １５時２５分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船 

水島 


